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2012年 8月 2日 
日本板硝子株式会社 

役員報酬について  

 

当社は本年 2月に発表いたしました「収益改善プロジェクト」に基づき、間接人員の削

減を主とした固定費の削減および需要に合わせた供給能力の削減をグローバルに実施して

おります。一日も早い業績の回復に向けた経営の姿勢を明確にするべく、今般、取締役お

よび執行役の報酬について以下のとおりとすることといたしましたのでお知らせします。 

記 

1. 実施内容 
 

・取締役会議長兼取締役会長である藤本勝司および取締役副会長である阿部友昭の報酬を、

それぞれ 30%および 20%減額する。 

・取締役代表執行役社長兼CEOである吉川恵治の基本報酬を 30%減額する。 

・上記減額実施期間は 2012年 8月より 2013年 6月までとする。 

なお、吉川につきましては、執行役としての業績連動報酬はゼロとなり、その年間報酬

合計額としては 50%の減額となります。 

 

2. ご参考 
 

・吉川と同じく、他の執行役及び執行役員についても、その業績連動報酬はゼロとなり、

各人の年間報酬合計額はそれぞれ前年比で 3 - 4割の減額となります。 

 

【お問い合わせ先】 

日本板硝子株式会社 広報・IR部 TEL：03-5443-9477   

           
              以 上 

 


